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令和２年５月２５日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

事 務 局 長 米 山 篤 史 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の一部解除後における 

工事及び業務の対応について 

 

 

国土交通省から標記についての周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は別添

資料をご参照ください。 

 

記 

 

１．通知等資料   (1)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の一部解除後における 

工事及び業務の対応について(令和２年５月１４日 事務連絡) 

(2)(別紙１)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について(令和２年４月７日 国地契第１号他) 

(3)(別紙２)工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止対策の徹底について(令和２年４月２０日 国官総第１２号他) 

(4)(別紙３)「建設業における新型コロナウイルス感染症予防対策

ガイドライン(令和２年５月１４日版)」の作成について(令和２年５月

１４日 国土建第１８号) 

①(別添１)建設業における新型コロナウイルス感染症予防対策

ガイドライン(令和２年５月１４日版) 

ア)職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する

ためのチェックリスト 

イ)人との接触を８割減らす、１０のポイント 

ウ)「新しい生活様式」の実践例 

エ)新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における

衛生上の職場の対応ルール（例） 

②(別添２)建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例①から④ 

※(3)から(4)は全住協ＨＰにも掲載 

 

２．参 考 Ｈ Ｐ (1)新型コロナウイルス感染症対策について(国土交通省) 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html 

(2)新型コロナウイルス感染症に関する行政等からの関連情報まとめ(全住協ＨＰ) 

http://www.zenjukyo.jp/new_info/entry.php?id=10743 

 

３．問 合 せ 先 (一社)全国住宅産業協会 担当：原田 

          ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１          以 上  



事務連絡

令和2 年5 月1 4 日

大臣官房官庁営繕部

各地方整備局

北海道開発局

各地方航空局

国土技術政策総合研究所

国土地理院

国土交通省

大臣官房公共事業調査室長

大臣官房地方課長

大臣官房技術調査課長

大臣官房官庁営繕部管理課長

大臣官房官庁営繕部計画課長

港湾局総務課長

港湾局技術企画課長

航空局予算・管財室長

航空局航空ネットワーク部空港技術課長

航空局交通管制部交通管制企画課長

北海道局予算課長

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の一部解除後における

工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和2 年5 月1 4 日に緊急事

態宣言が一部の地域において解除された。緊急事態宣言を踏まえた工事又は測量・調

査・設計等の業務（以下「工事等」という。）の対応については「新型コロナウイル

ス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和2 年4

月7 日付け国地契第1 号、国官技第6 号、国営管第1 2 号、国営計第1 号、国港総第

1 6 号、国港技第3 号、国空予管第1 5 号、国空空技第5 号、国空交企第3 号、国北予

第1 号。以下「4 月7 日通達」という。別紙1 ) に、工事等における新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止対策の徹底については、「工事及び業務における新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について」（令和2 年4 月2 0 日付け国官

総第1 2 号、国地契第5 号、国官技第1 9 号、国営管第4 9 号、国営計第9 号、国港総

第6 2 号、国港技第9 号、国空予管第4 7 号、国空空技第1 3 号、国空交企第1 2 号、国
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北予第3 号。以下「4 月2 0 日通達」という。別紙2 ) に取扱いを定めたところであ

るが、緊急事態宣言が解除された地域は、本日改正された「新型コロナウ・イルス感染

症対策の基本的対処方針」においても、弓| き続き基本的な感染防止策の徹底等を継続

する必要があるとされていることを踏まえ、当該地域における工事等の対応につい

 て、4 月7 日通達の1 2 、I  3 及びπ並びに4 月2 0 日通達に基づき、遺漏なきよう

措置されたい。

なお、感染拡大防止対策の徹底については、受発注者双方において「建設業におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和2 年5 月1 4 日版) 」（「「建設

業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和2 年5 月1 4 日版) 」

の作成について」（令和2 年5 月1 4 日付け国土建第1 8 号。別紙3 ) の別添1 ) も参・

考にされたい。
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